
 

七尾市告示第１８号  

 

七尾市雇用確保支援補助金交付要綱を次のように定める。  

 

  令和７年１月１６日  

 

七尾市長   茶  谷  義  隆      

 

七尾市雇用確保支援補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条  この告示は、令和６年能登半島地震に伴う経済上の理由により事

業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用する労働者（労

働基準法（昭和２２年法律第４９号）第９条で定義される労働者をい

う。以下同じ。）の雇用の維持を図るため、一時的に休業又は在籍型出

向を行った場合の賃金等の一部について、予算の範囲内において七尾市

雇用確保支援補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し、七尾市補助金交付規則（平成１６年七尾市規則第４４号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この告示で使用する用語は、雇用関係助成金支給要領（平成２５

年５月１６日付け職発０５１６第１９号、能発０５１６第４号、雇児発

０５１６第９号「雇用安定事業の実施等について」別添１をいう。）に

おいて使用する用語の例による。  

（補助対象者）  

第３条  補助金の交付対象者は、労働者を休業させた事業主又は労働者を

出向により送り出した事業主（以下「出向元事業主」という。）及び当

該労働者を出向により受け入れた事業主（以下「出向先事業主」とい

う。）であり、次の各号のいずれにも該当する者とする。  

(1) 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号。以下「法」という。）

第６２条第１項第１号の規定並びに雇用保険法施行規則（昭和５０年



 

労働省令第３号。以下「規則」という。）第１０２条の２及び第１０

２条の３の規定による雇用調整助成金のうち規則附則第１５条の４の

３の特例の対象となるもの（以下「雇用調整助成金」という。）又は

法第６２条第１項第１号の規定及び規則附則第１５条の４の４の規定

による産業雇用安定助成金の災害特例人材確保支援コース奨励金（以

下「産業雇用安定助成金」という。）の支給の決定を受けているこ

と。  

(2) 七尾市内に本店登記地を有する法人又は住所を有する個人事業主

であること。  

(3) 市税に滞納がないこと。  

(4) 補助金の申請後も事業を継続する意思があること。  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者について  

は、補助金を交付しない。  

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団の構成員  

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業にかか

る接客業務受託営業を行う者  

(3) 宗教団体  

(4) 政治団体  

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が補助金の目的等に照らし適当で

ないと認める者  

（補助金の額）  

第４条  雇用調整助成金に係る補助金の額は、判定基礎期間における雇用

調整助成金の対象となる休業に係る対象労働者に対して事業主が支払っ

た当該助成金の対象となる休業に係る賃金等の額に相当する額として厚

生労働大臣が定める方法により算定した額に１０分の１を乗じた額（１

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は法第１６条に規

定する基本手当の日額の最高額の４分の５の額に１０分の１を乗じた額

に当該助成金の対象となる休業の日数を乗じて得た額（１円未満の端数



 

があるときは、これを切り捨てた額）のいずれか少ない額とする。  

２  産業雇用安定助成金に係る補助金の額は、支給対象期間における産業

雇用安定助成金の支給額決定において算定された額に１０分の１を乗じ

た額（１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）又は法第１

６条に規定する基本手当の日額の最高額の４分の５の額に１０分の１を

乗じた額に当該助成金の対象となる実労働日数を乗じて得た額（１円未

満の端数があるときは、これを切り捨てた額）のいずれか少ない額とす

る。  

（交付申請）  

第５条  補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）

は、令和８年３月３１日までに、七尾市雇用確保支援補助金交付申請書

（雇用調整助成金）（様式第１号）又は七尾市雇用確保支援補助金交付

申請書（産業雇用安定助成金）（様式第２号）に次の各号に掲げる書類

を添付し、市長に提出しなければならない。ただし、出向先事業主の申

請に係る書類の提出は、出向元事業主が行うものとする。  

(1) 雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金の支給決定通知書の写し  

(2) 法人の登記事項証明書の写し（申請者が法人の場合）  

(3) 住民票の写し（申請者が個人事業主の場合）  

(4) 宣誓・同意書（様式第３号）  

(5) 雇用調整助成金又は産業雇用安定助成金の支給申請書の写し  

(6) 助成額算定書の写し及び休業・教育訓練実績一覧表の写し（雇用

調整助成金の場合）  

(7) 出向元事業所賃金補填額・負担額等調書の写し及び出向先事業所

賃金補填額・負担額等調書及び支給対象者別支給額算定調書（共通）

の写し（産業雇用安定助成金の場合）  

(8) その他市長が必要と認める書類  

（交付決定兼交付額確定）  

第６条  市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容につ

いて審査を行い、補助金の交付が適当と認める場合は、交付の決定及び

額の確定を行い、七尾市雇用確保支援補助金交付決定及び額の確定通知



 

書（様式第４号）により申請者に通知する。   

２  市長は、必要があると認めたときは、前項の交付の決定及び額の確定

に当たり条件を付すことができる。  

（補助金の請求等）  

第７条  申請者は、前条第１項の規定による通知を受けたときは、速やか

に七尾市雇用確保支援補助金請求書（様式第５号）を、市長に提出しな

ければならない。  

２  市長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。  

 （補助金の交付決定の取消し）  

第８条  市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれか

に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。  

 (1) この告示の規定に違反したとき。  

 (2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。  

２  市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取消した場合は、七

尾市雇用確保支援補助金交付決定取消通知書（様式第６号）により申請

者に通知するものとする。  

 （補助金の返還）  

第９条  市長は前条の規定により当該補助金の交付の決定を取消した場合

において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還

を命ずるものとする。  

 （その他）  

第１０条  この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定め

る。  

   附  則  

 この告示は、公表の日から施行する。  


